
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

特
許
関
係
の
手
数
料
の
額
を
規
定
す
る
こ
と
。

第
二

特
許
出
願
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
に
、
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
一
部
を
返
還
す
る
制
度
に
お
け
る
返
還
す
る

額
を
規
定
す
る
こ
と
。

第
三

特
許
料
等
の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
資
力
に
乏
し
い
法
人
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
。

第
四

特
許
料
等
の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

第
五

特
許
料
等
の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
中
小
企
業
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
。

第
六

そ
の
他
関
係
規
定
の
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


